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答 申 書 

 

答申第 1 号（諮問第 1 号） 

令和６年１０月３１日 

 

井川町長 齋藤 多聞 様 

 

井川町情報公開審査会 

 

 

令和６年６月１４日付け井発第１４８８号で諮問のありました事案について、

下記のとおり答申します。 

 

１ 審査会の結論 

本件審査請求に係る、令和５年２月２７日付け井発第８５４号により、井川町

長が行った本件処分は妥当である。 
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２ 審査請求人の主張の要旨 

（1）審査請求の趣旨 

審査請求の趣旨は、 

ア．公開決定を取り消し一部公開決定とすること 

イ．公開文書中の起案別紙について、随意契約理由、業者指定理由の記載に不

備があるため是正を求める 

ウ．通話録音の事前公表がないことは不適正であるため是正を求める 

の３点を理由に審査請求を提起し「公文書公開決定」を取り消すよう求めてい

る、というものである。 

（2）審査請求の理由 

本件処分に係る審査請求の理由として、審査請求人が主張している内容の趣

旨は、審査請求書、反論書を総合すると、おおむね次の通りである。 

ア．請求文書の内、一部が文書不作成による不存在を理由に不開示である為。 

イ．起案別紙の「10 随意契約理由」の「財務規則第 115 条第 1 項」に「号」

が記載されていない。また、「11 業者指定理由」として「相手方が特定されるた

め、1 社見積とする。」とあるが、他社も存在する為、2 社以上から見積書を徴取

しなければならないはずである。 

ウ．通話録音の事前公表がないことは、個人情報の保護に関する法律（個人情

報保護法）第 18 条 1 項及び第 21 条 1 項の規定に違反している。 

 

３ 実施機関の主張 

（1）主張の趣旨 

 主張の趣旨は、本件審査請求を棄却するとの裁決を求める、というものである。 

（2）主張の内容 

実施機関が主張している本件処分の理由の趣旨は、おおむね次の通りである。 

〇審査請求人の主張アに対して 

当町情報公開条例では、公文書一部公開決定とは、公開対象の公文書の一部に

個人情報等の「開示しないことができる情報」が記載されていた場合に、当該部

分を黒塗りする等の方法を用いて公文書を公開する際の処分であることが規定

されている。他方、当町の情報公開条例の運用上、外部の人間である申請者が当

町にどのような公文書が存在するか知ることが難しいことを勘案し、関連性の
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ある文書の申請については、無理のない範囲で１件の情報公開申請として処理

している。仮に本件処分を「一部公開決定」に改めたとしても、本件処分に係る

当町に存在する文書の写しについて、原処分が行われた時点で全て送付してい

るため、審査請求人が当町の公文書から新たな情報を得ることによる利益はな

い。 

〇審査請求人の主張イ及びウに対して 

公文書の存在・不存在に係る公開・非公開を巡っての提起ではなく、審査請求

人の考える「適正な運営の確保」のために公文書の修正や、特定の文書を作成す

るなどの何らかの作為を要求する趣旨のものである。仮に審査請求人の考える

「適正な運営の確保」が為されたところで、審査申立人自らが個人的に利益を得

られるものではない。 

 

４ 審査会の判断について 

 審査請求人の主張に対し、当審査会の判断を述べる。 

〇審査請求人の主張アに対して 

 公開決定を取り消し一部公開決定としたところで、新たに公開される公文書

は無く、「一部公開決定」は、公文書の一部に個人情報等の「開示しないことが

できる情報」が記載されていた場合に、当該部分を黒塗りする等の方法を用いて

公文書を公開することを想定した処分である、という実施機関の主張に不合理

な点は無いと認められる。 

〇審査請求人の主張イ及びウに対して 

 情報公開制度による処分に対する審査請求は、開示・不開示等に対する不服を

申し立てる制度であり、情報公開請求の結果、請求人が知ることとなった行政事

務手続上の不備等に対する不服を申し立てる制度ではない。よって、公開請求し

た公文書が、法令等に従って作成するべき文書として規定されているにもかか

わらず、不作成あるいは内容に不備のある文書だとしても、その実施機関の行政

事務の是非について当審査会が立ち入るべきではないと判断する。 

以上のことから審査会は、本件審査請求に係る、令和５年２月２７日付け井発

第８５４号により、井川町長が行った本件処分は妥当であると判断する。 
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５ 付帯意見 

審査請求の申立てが令和５年３月１４日にあってから、審査会に対して諮問

するまで約１年３ヶ月も費やした事は、不適切な事務であったと判断せざるを

得ず、改善を求める。 

 

６ 調査審議の経過 

 当審査会は、本件諮問事案について、次のとおり、調査審議を行った。 

① 令和６年６月１４日 諮問の受理（諮問第１号） 

② 令和６年８月２６日 実施機関からの意見聴取及び審議 

③ 令和６年１０月３１日 答申案の審議 

④ 令和６年１０月３１日 答申 

 

７ 答申に関与した委員 

井川町情報公開審査会委員 

職名 氏名 職業等 

会長 佐々木 俊幸 弁護士 

委員 髙橋 祐輔 弁護士 

委員 髙橋 真一 税理士 

 


